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判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（新設） 

資料番号 ３－１５ 担当課 長寿介護課 

法令名 介護保険法 根拠条項 
第１１５条の

３５第６項 

不 利 益

処 分 の

種類 

介護サービス情報の報告等の

命令に従わない指定居宅サー

ビス事業者等に対する指定の

取消し等 

○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

 

（介護サービス情報の報告及び公表） 

第１１５条の３５ 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指

定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保

健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定

めるサービス（以下「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働

省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サー

ビス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関す

る情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に

当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労

働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所

在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定

めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、

又はその調査を受けることを命ずることができる。 

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介

護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第４項の規定による命令に

従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介

護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は

期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

 


